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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段と、
　前記撮像手段により得られた動画データを記録媒体に記録する記録手段と、
　前記記録手段が、記録開始の指示に応じて動画データの記録を開始して記録停止の指示
に応じて記録を停止する第１の記録モードと、前記記録手段が、記録開始の指示に応じて
動画データの記録を開始し、記録開始後に所定時間が経過したことに応じて記録を停止す
る第２の記録モードの、何れかを設定する手段と、
　前記記録媒体から動画データを再生する再生手段と、
　前記第１の記録モードで前記記録媒体に記録された動画データに対し前記所定時間の単
位でマークを付与し、前記マークで分けられた前記所定時間毎の区間を示す再生リストを
生成する生成手段と、
　前記再生リストに基づいて、前記第１の記録モードで前記記録媒体に記録された動画デ
ータから、前記所定時間の区間を取り出して再生するように前記再生手段を制御する制御
手段
とを備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記再生リストが示す複数の前記区間の再生順を変更し、前記第１の
記録モードで前記記録媒体に記録された動画データの複数の前記区間を、前記変更された
再生順に再生するように、前記再生手段を制御することを特徴とする請求項１に記載の撮
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像装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記第１の記録モードで前記記録媒体に記録された動画データの再生
指示があった場合に、前記再生リストを生成することを特徴とする請求項１または２に記
載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１８０１９１号公報
【０００４】
　従来、動画を撮影して記録媒体に記録するビデオカメラが知られている。ビデオカメラ
では、通常、ユーザによる記録開始の指示操作に従い動画記録を開始し、ユーザによる記
録終了の指示操作に従い動画記録を停止する。また、特許文献１には、記録開始の指示操
作に従い動画撮影（録画）を開始し、所定時間後に撮影（録画）を自動停止する機能（ス
ナップ撮影機能）又はモードを持つビデオカメラが記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　スナップ撮影機能で撮影された複数のシーンを連続再生すると、各シーンの長さが一定
であることから、所定時間毎に違うシーンが次々再生されることになる。
【０００６】
　これに対し、通常の撮影モードで記録された動画の長さは一定ではない。そのため、通
常撮影で記録された動画からスナップ撮影機能と同じ長さのシーンを取り出して再生する
ためには、ユーザが手動で再生位置を指定する必要がある。
【０００７】
　本発明は、このような手間を省略できる撮像装置を提示することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る撮像装置は、撮像手段と、前記撮像手段により得られた動画データを記録
媒体に記録する記録手段と、前記記録手段が、記録開始の指示に応じて動画データの記録
を開始して記録停止の指示に応じて記録を停止する第１の記録モードと、前記記録手段が
、記録開始の指示に応じて動画データの記録を開始し、記録開始後に所定時間が経過した
ことに応じて記録を停止する第２の記録モードの、何れかを設定する手段と、前記記録媒
体から動画データを再生する再生手段と、前記第１の記録モードで前記記録媒体に記録さ
れた動画データに対し前記所定時間の単位でマークを付与し、前記マークで分けられた前
記所定時間毎の区間を示す再生リストを生成する生成手段と、前記再生リストに基づいて
、前記第１の記録モードで前記記録媒体に記録された動画データから、前記所定時間の区
間を取り出して再生するように前記再生手段を制御する制御手段とを備えることを特徴と
する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、通常記録した動画の所定時間単位のスナップ再生を容易に実現できる
ため、利便性が向上する。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】本発明の一実施例の概略構成ブロック図である。
【図２】操作装置５２に含まれる操作スイッチ例である。
【図３】再生リストの構成例である。
【図４】本実施例の記録時の動作フローチャートである。
【図５】記録映像と再生リストの説明図である。
【図６】本実施例の再生動作のフローチャートである。
【図７】本実施例の音楽を同時再生する動作のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００１２】
　図１は、本発明に係る撮像装置の一実施例の概略構成ブロック図を示す。カメラユニッ
ト１０は、レンズユニット１２、撮像素子１４およびＡ／Ｄ処理部１６からなる。レンズ
ユニット１２は、集光のための固定レンズ群、変倍レンズ群、絞り、変倍レンズ群の動き
で移動した結像位置を補正する機能と焦点調節を行う機能とを兼ね備えた補正レンズ群か
らなる。レンズユニット１２は、撮像素子１４の撮像面上に被写体の光学像を結像する。
撮像素子１４は光学像を電気画像信に変換する素子であり、例えばＣＣＤ（Charge Coupl
ed Device）撮像素子からなる。Ａ／Ｄ処理部１６は、撮像素子１４からの撮像信号に所
定の処理を施しデジタル画像データを出力する。図１には図示していないが、カメラユニ
ット１０は、変倍レンズ群、絞りなどのアクチュエータ、手ぶれ補正のためのセンサ（例
えば角速度センサ）および同補正手段（シフトレンズなど）を具備する。
【００１３】
　マイクロコンピュータからなるカメラ制御装置１８は、全体を統轄制御する主制御装置
２０からの制御信号に従いカメラユニットを制御し、カメラユニット１０からの合焦情報
および手ぶれ情報などを主制御装置２０に伝達する。
【００１４】
　マイクユニット２２は、周囲の音声を電気音声信号に変換する装置であり、増幅器およ
び帯域制限フィルタを内蔵する。Ａ／Ｄ処理部２４は、マイクユニット２２の出力音声信
号をデジタル音声データに変換する。
【００１５】
　主制御装置２０はマイクロコンピュータからなる。主制御装置２０は、プログラムを格
納するＲＯＭ、作業領域となるＲＡＭ、他のハードウエアとデータの受け渡しや制御用レ
ジスタにアクセスするための外部バス、および時間を計測するタイマを有している。主制
御装置２０は、バス２６を介して、以下に説明する種々の各ブロックを制御し、データを
授受する。
【００１６】
　エンコーダ２８ａは主制御装置２０の制御下で、Ａ／Ｄ処理部１６からの画像データ及
びＡ／Ｄ処理部２４からの音声データをＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）２方
式で圧縮し、多重化して圧縮ビデオデータを生成する。エンコーダ２８ａはまた、例えば
データ位置とフレーム位置の変換に必要となる情報などを主制御装置２０に通知する機能
を備えている。他方、デコーダ２８ｂは、圧縮ビデオデータを伸長し、ＩＴＵ－Ｒ　ＢＴ
．６５６（ＣＣＩＲ６５６）等の規定方式に準拠する再生映像音声データを出力する。エ
ンコーダ２８ａとデコーダ２８ｂは、いわゆる映像音声コーデック２８を構成する。
【００１７】
　記録再生回路３２は、バス２６、映像音声コーデック２８、記録媒体３４及びメモリ３
６とのインターフェースを有する。記録再生回路３２は、主制御装置２０の制御下で、映
像音声コーデック２８と記録媒体３４との間でのデータ転送を仲介する。メモリ３６は、
記録再生回路３２がエンコーダ２８ａの出力データを記録媒体３４に記録する際、及び記
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録媒体３４からデコーダ２８ｂに記録データを読み出す際に利用される。記録再生回路３
２はダイレクトメモリアクセス（ＤＭＡ）機能を有しており、記録媒体３４およびメモリ
３６に高速にデータを読み書きすることができる。記録再生回路３２は、主制御装置２０
等から記録媒体３４の制御レジスタにアクセスするための変換を行う。記録媒体３４は、
不揮発性半導体メモリを内蔵するメモリカードからなるが、ハードディスク装置または光
ディスクなどであってもよい。主制御装置２０は記録媒体３４のファイルシステムに関す
る情報と記録媒体３４へのデータ読み書きを扱うプログラムを具備する。
【００１８】
　記録媒体３４内には、撮影した映像データ３４ａと音楽データ３４ｂが格納可能である
。映像データ３４ａは、カメラユニット１０から入力された映像およびマイクユニット２
２から入力された音声からなる。音楽データ３４ｂは、映像データ３４ａの再生時に、音
声の代わりに再生されうるデータであり、ＷＡＶＥ形式等で予め記録媒体３４内に格納さ
れる。記録媒体３４は記録再生回路３２と接続可能なインターフェースを有することは勿
論である。
【００１９】
　映像音声コーデック２８は、記録モードでは、Ａ／Ｄ処理部１６からの映像データをオ
ンスクリーンディスプレイ（ＯＳＤ）部３８に供給し、再生モードで、デコーダ２８ｂに
よる再生映像データをＯＳＤ部３８に供給する。ＯＳＤ部３８は、映像音声コーデック２
８からの映像データに各種設定を行うためのメニュー画面、タイトルまたは時間などの情
報を重畳する。ＯＳＤ部３８はまた、映像音声コーデック２８からの映像データの画面サ
イズ（画素数）を縮小し、画面上の任意の位置に配置する機能も有する。
【００２０】
　映像出力部４０は、ＯＳＤ部３８からの映像データを外部装置、例えば、テレビジョン
受像機等に供給する。音声出力部４２は、デコーダ２８ｂからの再生音声データを外部装
置、例えば、テレビジョン受像機等に供給する。
【００２１】
　電子ビューファインダ（ＥＶＦ：Electronic View Finder）４４、記録モードで被写体
の構図を視覚的に確認するためのものであり、映像音声コーデック２８からの映像データ
を表示する。液晶パネル４６は、ＥＶＦ４４よりは大画面であり、通常、再生映像をその
場で確認するのに使用される。液晶パネル４６の表示面に重ねて、タッチパネル４８が装
着されている。液晶パネル４６の画面にサムネイル画像や仮想ボタンを表示し、ユーザに
よるタッチパネル４８の操作を受け入れることで、種々の多様で柔軟な操作画面構成が可
能になる。画面制御部５０が、液晶パネル４６に表示する仮想ボタンを制御し、タッチパ
ネル４８の操作を演算し、判断する。
【００２２】
　操作装置５２は、図２に示すように複数の操作スイッチ６０，６２，６４，６６からな
り、タッチパネル４８と同様にユーザの指示を主制御装置２０に入力するのに使用される
。記録開始ボタン６０は、記録の開始を主制御装置２０に指示する。記録停止ボタン６２
は、記録の停止を主制御装置２０に指示する。単一の操作ボタンをトグル動作させて、記
録開始ボタン６０及び記録停止ボタン６２として機能させてもよい。記録／再生切替えボ
タン６４は、記録モードまたは再生モードかを択一的に主制御装置２０に指示する。通常
／スナップモード切替えボタン６６は、記録／再生の開始と終了の両方をユーザが指示す
る通常モードか、記録／再生の開始をユーザが指示するが、一定の設定時間の経過で自動
的に記録／再生を終了するスナップモードを主制御装置２０に指示する。通常モードには
、通常記録モードと通常再生モードがある。スナップモードには、スナップ記録モードと
スナップ再生モードがある。例えば、スナップモードの設定時間（スナップ時間と呼ぶ）
を４秒とすると、スナップ記録モードでは、記録開始ボタン６０の操作から４秒後までの
動画を記録し、自動的に記録を停止する。スナップ再生モードでは、４秒のスナップ時間
単位で記録映像が再生される。
【００２３】
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　ＥＥＰＲＯＭ５４は電気的に書き換え可能なＲＯＭであり、主制御装置２０の動作プロ
グラムおよび固定データなどが格納される。
【００２４】
　図３は、本実施例の再生リストの構成例を示す。再生リストは、映像ファイルフィール
ド７０、第１属性フィールド７２、第２属性フィールド７４、開始位置フィールド７６及
び終了位置フィールド７８からなる。映像ファイルフィールド７０は１６ビット長であり
、再生対象の映像ファイルを示すポインタが格納される。再生リスト内で複数の映像ファ
イルの並びを変更することで、再生順序を指定できる。
【００２５】
　第１属性フィールド７２は８ビット長であり、マークのタイプを示す。マークタイプは
、記録時に付与されたマークか、再生時に付与されたマークかを示す。第２属性フィール
ド７４は８ビット長であり、通常再生用のファイルかスナップ再生用のファイルかを示す
。記録時に再生リストが生成される場合は、第１属性フィールド７２に値０が設定され、
再生の際に再生リストが生成される場合には、第１属性フィールド７２に値１が設定され
る。第２属性フィールド７４には、映像ファイルが通常再生用の場合には、値０が設定さ
れ、映像ファイルがスナップ再生用の場合には、値１が設定される。
【００２６】
　開始位置フィールド７６は３２ビット長であり、映像ファイルの再生開始位置を示す。
終了位置フィールド７８は、３２ビット長であり、映像ファイルの再生終了位置を示す。
【００２７】
　図４及び図５を参照して、通常記録時の動作及びスナップ記録時の動作を説明する。図
４は、記録モードの動作フローチャートを示し、図５は再生リストの例を示す。ユーザは
、記録／再生切替えボタン６４により記録モードへの切替えを主制御装置２０に指示し、
通常／スナップ切替えボタン６６により通常記録モードまたはスナップ記録モードを主制
御装置２０に指示する。
【００２８】
　主制御装置２０は、記録モードで、通常／スナップ切替えボタン６６がスナップモード
を示すときには（Ｓ１）、予め設定されているスナップ記録時間（例えば、４秒）でのス
ナップ記録を行う（Ｓ２）。すなわち、記録開始ボタン６０の操作に応じて、記録動作を
開始し、スナップ記録時間の経過後（例えば、４秒後）に記録動作を停止する。このとき
に記録される映像Ａには、図５（ａ）に示すように、再生開始位置Ａ０と再生終了位置Ａ
１にマークが付与される。その再生リストには、図５（ｂ）に示すように、再生開始位置
にＡ０が、再生終了位置にＡ１がセットされる。映像Ａの再生リストが記録時に生成され
るので、第１属性に値０が設定され、スナップ再生用の映像ファイルであるので、第２属
性に値１が設定される。Ａ０及びＡ１は、記録媒体３４内の、所定時間単位で記録された
動画の格納アドレス、または記録媒体３４に記録される動画ファイル上の相対位置を示す
。
【００２９】
　このように、記録開始ボタン６０を押すことで、スナップ記録時間単位の動画が記録さ
れ、動画に対応した再生リストが生成される。
【００３０】
　スナップモードではない場合（Ｓ１）、通常記録を行う（Ｓ３）。すなわち、記録開始
ボタン６０の操作に応じて記録動作を開始し、記録停止ボタン６２の操作に応じて記録動
作を停止する。このときに記録される映像Ｂには、図５（ｃ）に示すように、再生開始位
置Ｂ０と再生終了位置Ｂ４にマークが付与される。映像Ｂの再生リストには、図５（ｄ）
に示すように、再生開始位置にＢ０が、再生終了位置にＢ４がセットされる。記録時に生
成される再生リストであるので、第１属性に値０が設定される。映像Ｂは、通常再生用の
映像ファイルであるので、第２属性に値０が設定される。
【００３１】
　図６を参照して、スナップモードで記録映像を再生する場合の動作を説明する。図６は



(6) JP 5377054 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

、その動作フローチャートを示す。
【００３２】
　記録媒体３４に記録された動画に所定時間（スナップ時間）毎のマークが付与されてい
るか否かを判断する（Ｓ１１）。この処理は、電源投入時、記録媒体装着時又は再生モー
ド切り替え時に実行される。マークが付与されていない場合（Ｓ１１）、通常記録モード
で記録した動画に対して、スナップ記録時間と同じ時間単位（例えば、４秒単位）でマー
クを付与する（Ｓ１２）。すなわち、図５（ｃ）に示すような映像Ｂに対して、先頭から
４秒のスナップ再生時間単位でマークを付与していく。図５（ｅ）に示すように、スナッ
プ再生の再生開始位置または再生終了位置を示すマークＢ１，Ｂ２，Ｂ３が新たに付与さ
れ、図５（ｆ）に示すような再生リストが生成される。
【００３３】
　図５（ｅ）に示す例では、再生開始位置がＢ０で、再生終了位置がＢ１の映像Ｂ－１が
映像Ｂから論理的に分離される。同様に、再生開始位置がＢ１で、再生終了位置がＢ２の
映像Ｂ－２が生成される。再生開始位置がＢ２で、再生終了位置がＢ３の映像Ｂ－３が生
成される。最後に、再生開始位置がＢ３で、再生終了位置がＢ４の映像Ｂ－４が生成され
る。図５（ｆ）に示す再生リストは再生時に生成されるので、第１属性には値１が設定さ
れる。また、スナップ再生用の映像ファイルになるので、第２属性には値１が設定される
。なお、この際、映像（動画像）の再生時間がスナップ記録時の所定時間の整数倍で無い
場合も考えられる。その場合、元の動画像から、所定時間に従ってｎ個の映像部分を作成
する場合、ｎ－１個の映像部分をそれぞれ所定時間とする。そして、元の映像から、所定
時間×（ｎ－１）の時間を引いた時間が最後の部分、例えば図５における映像Ｂ－４の長
さとなる。
【００３４】
　スナップ記録した動画を再生するか、通常記録した動画をスナップ時間単位で再生（ス
ナップ再生）するかを判定する（Ｓ１３）。スナップ記録した動画を再生する場合（Ｓ１
３）、スナップ記録モードで記録された動画のみを再生する（Ｓ１６）。具体的には、再
生リスト中で、第１属性が値０で、かつ第２属性が値１である映像ファイルのみを再生す
る。
【００３５】
　通常記録モードで記録した動画をスナップ再生する場合（Ｓ１３）、まず、主制御装置
２０が、通常記録モードで記録された動画に付与されたマークの各区間が不連続な順番で
再生されるように設定する（Ｓ１４）。再生順は、例えば、図５（ｆ）に示す再生リスト
の順番を変更することで、変更できる。また、再生順をユーザが設定しない場合には、マ
ークを付与した各区間を不連続な順番で再生するように、ランダムな順番を設定するよう
にしてもよい。
【００３６】
　再生の順番が設定されると（Ｓ１４）、通常記録モードで記録した動画の各区間が、設
定された順番に従って再生される（Ｓ１５）。通常記録モードで記録した動画のみを再生
するためには、再生リストの第１属性が値１で、かつ第２属性が値１である映像ファイル
を抽出して再生すればよい。
【００３７】
　なお、通常記録モードで記録した動画とスナップ記録モードで記録した動画をスナップ
時間単位で再生する場合には、第２属性が値１である映像ファイルを再生すればよい。
【００３８】
　スナップ再生時に、音楽データを同時に再生する動作を説明する。図７は、その動作フ
ローチャートである。
【００３９】
　記録媒体３４に動画と同時再生するように指定された音楽データが記録されているかど
うかを調べる（Ｓ２１）。音楽データが記録されていなければ、終了する。
【００４０】
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　記録媒体３４に音楽データが記録されている場合（Ｓ２１）、スナップ再生用に割り当
てられた音楽データの再生時間の総和と、スナップ記録モードで記録した動画の再生時間
の総和とを比較する（Ｓ２２）。スナップ再生用に割り当てられる音楽データは、１曲分
又は複数曲分を設定可能である。
【００４１】
　動画の再生時間の総和に比べて音楽データの再生時間の総和が長い場合（Ｓ２２）、先
に説明したように、通常記録モードで記録した動画に対して、スナップ記録の所定時間単
位と同じ時間単位（例えば、４秒毎）でマークを付与する（Ｓ２３）。そして、通常記録
モードで記録された動画に付与したマークの各区間が不連続な順番で再生されるように再
生順番を設定する（Ｓ２４）。再生リストの第２属性が値１に設定されている映像ファイ
ルを、ステップＳ２４で設定された再生順に従って音楽データと共に再生する（Ｓ２５）
。これにより、通常記録された動画とスナップ記録された動画が、所定時間単位で音楽デ
ータと一緒に再生される。
【００４２】
　また、動画の再生時間の総和に比べて音楽データの再生時間の総和が同じか短い場合（
Ｓ２２）、再生リストの第２属性に値１が設定されている映像ファイルを、音楽データと
共に再生する（Ｓ２５）。これにより、スナップ記録モードで記録した動画と音楽データ
が同時に再生される。このとき、所定時間単位で記録した動画を全て再生し終えるまで、
スナップ再生用に割り当てられた音楽データを繰り返し再生する。
【符号の説明】
【００４３】
１０：カメラユニット
２０：主制御装置
２２：マイクユニット
２８：映像音声コーデック
２８ａ：エンコーダ
２８ｂ：デコーダ
３２：記録再生回路
３４：記録媒体
５２：操作装置
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